
募　

集

森
林
（
民
有
保
安
林
を
含
む
）
の
適
切
な
管

理
を
お
願
い
し
ま
す

　

森
林
は
、
所
有
者
が
適
切
に
管
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
保
安
林
は
森

林
が
持
つ
公
益
的
な
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た

め
に
、
立
木
の
伐
採
や
土
地
の
形
質
の
変
更

な
ど
利
用
行
為
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

立
木
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
が
自
ら

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

立
木
が
倒
れ
て
他
人
に
被
害
を
与
え
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
所
有
す
る
森
林
の
適
切
な

管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

畜
産
農
地
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
51
６
７
４
６

農
薬
は
適
正
に
使
用
し
ま
し
ょ
う

　

病
害
虫
な
ど
の
防
除
の
た
め
農
薬
を
使
用

す
る
場
合
は
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▼
農
薬
の
「
使
用
基
準
」
は
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う

　
　
「
使
用
基
準
」
は
農
薬
の
ラ
ベ
ル
に
記

　

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
使
い
慣
れ
た
農
薬

　

で
も
、
今
一
度
ラ
ベ
ル
を
よ
く
確
認
し

　

ま
し
ょ
う
。

▼
使
用
し
た
農
薬
は
す
べ
て
記
帳
し
ま
し
ょ
う

　
　

記
録
し
て
お
く
こ
と
で
農
薬
の
効
果
的

　

な
使
用
方
法
が
わ
か
り
、
む
だ
な
農
薬
使

　

用
が
減
ら
せ
る
ほ
か
、
労
働
時
間
の
軽
減

　

に
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
作
物
の
安
全
性

　

を
立
証
す
る
大
切
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

▼
農
薬
の
飛
散
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う

　
　

農
薬
散
布
は
、
無
風
ま
た
は
風
が
弱
い

　

と
き
に
行
う
な
ど
、
近
隣
に
影
響
が
少
な

　

い
天
候
の
日
や
時
間
帯
を
選
ぶ
と
と
も

　

に
、
散
布
ノ
ズ
ル
な
ど
は
飛
散
の
少
な
い

　

も
の
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

上
北
地
域
県
民
局
農
業
普

　

及
振
興
室
☎
㉓
４
２
８
１

ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
ま
で
３
０
０
日
を
切
り

ま
し
た

　

ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
、
平
成
23
年
７
月
24
日

正
午
に
す
べ
て
の
放
送
が
終
了
し
ま
す
。
ア

ナ
ロ
グ
放
送
終
了
ま
で
に
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

送
を
視
聴
す
る
た
め
の
準
備
を
し
な
い
と
テ

レ
ビ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

視
聴
に
は
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
受

信
機
と
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
が
必
要
で
す
が
、

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ

用
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
取
り
付
け
る
方
法
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
に
対
応
で
き
な
い
世
帯
（
非

課
税
の
障
害
者
世
帯
な
ど
）
に
対
し
て
は
、

簡
易
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給
付
な
ど
の
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

▼
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
視
聴
に
つ
い
て　

　

デ
ジ
サ
ポ
青
森

　
（
☎
０
１
７
・
７
７
１
・
１
０
１
０
）

▼
簡
易
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給
付
な
ど
に
つ

　

い
て　

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援

　

実
施
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
・
０
３
３
８
４
０

日
日
雇
用
職
員
募
集

対
象　

保
健
師
、
助
産
師
ま
た
は
看
護
師
の

　

資
格
を
有
し
、
概
ね
60
歳
未
満
の
か
た

業
務
内
容　

乳
幼
児
健
康
診
査
業
務　

健
康

　

相
談
、
母
子
健
康
手
帳
交
付
と
保
健
指
導
、

　

家
庭
訪
問
な
ど

募
集
定
員　

１
人

勤
務
日　

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分　

報
酬　

日
額
８
５
０
０
円
〜
９
２
０
０
円　

　
　
　

（
経
験
年
数
に
よ
る
）

勤
務
場
所　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

任
用
期
間　

11
月
19
日
〜
平
成
23
年
３
月
31
日

面
接
試
験　

10
月
25
日
㈪　

午
後
１
時
30
分

　
　
　
　
　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
に
顔
写

　

真
貼
付
）
、
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明

　

す
る
書
類
の
写
し

申
込
期
間　

10
月
４
日
㈪
〜
15
日
㈮

　
（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

申
し
込
み
方
法　

持
参
ま
た
は
郵
送

※
郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
日
日
雇

　

用
職
員
応
募
」
と
朱
書
き
し
次
へ
。

　

〒
０
３
４
・
０
０
８
１　

十
和
田
市
西
十

　

三
番
町
４
・
37　

十
和
田
市
健
康
推
進
課

　

あ
て
（
15
日
㈮
消
印
有
効
）

申
し
込
み
先　

健
康
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
㉕
１
１
８
１

農
家
民
泊
受
け
入
れ
農
家
募
集

　

十
和
田
農
業
体
験
連
絡
協
議
会
で
は
、
主

に
修
学
旅
行
生
な
ど
の
農
家
民
泊
の
受
け
入

れ
農
家
を
募
集
し
ま
す
。

　

都
市
部
の
生
徒
に
農
業
体
験
時
な
ど
の
世

話
を
行
い
ま
す
。

非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健
康
保
険
税
の
軽

減
措
置
に
つ
い
て

　

雇
用
先
の
倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
り
離
職
さ
れ
た
非
自
発
的
失
業
者
の
国

民
健
康
保
険
税
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で

す
。
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
申
告
が
必
要

で
す
。

対
象
と
な
る
か
た

　

平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
さ
れ
た

　

か
た
で
、
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末

　

ま
で
の
期
間
に
、
求
職
者
給
付
を
受
け
る

　

次
の
か
た

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

　
（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）

ふ
れ
あ
い
相
談
所
法
律
相
談
開
催

　

財
産
、
金
銭
、
保
証
人
な
ど
法
律
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て
弁
護
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

10
月
14
日
㈭　

午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員　

８
人
（
先
着
順
・
要
予
約
）

受
付
開
始　

10
月
12
日
㈫　

午
前
９
時
〜

申
し
込
み
先　

市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　

☎
㉒
７
９
３
８

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

　
（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
）

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由　

　

コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、
31
、

　

32
、
33
、
34
に
該
当
さ
れ
る
か
た
。

※
高
年
齢
受
給
資
格
者
お
よ
び
特
例
受
給
資

　

格
者
の
か
た
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

軽
減
の
対
象
と
な
る
所
得

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の
所
得
な
ど

　

に
よ
り
算
定
し
ま
す
が
、
前
年
の
所
得
の

　

う
ち
離
職
者
本
人
の
給
与
所
得
を
１
０
０

　

分
の
30
と
み
な
し
て
算
定
し
ま
す
。

軽
減
の
対
象
と
な
る
期
間

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で

※
平
成
21
年
３
月
31
日
か
ら
平
成
22
年
３
月

　

30
日
の
間
に
離
職
さ
れ
た
か
た
は
、
平
成

　

22
年
度
分
に
限
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

持
ち
物　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
印
鑑

問
い
合
わ
せ
先　

国
保
年
金
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
51
６
７
５
１
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申
し
込
み
先　

十
和
田
農
業
体
験
連
絡
協
議

　

会
・
農
業
政
策
課
内
☎
51
６
７
４
１


